
 

 

 ⼊団条件  

 報酬  

 退職報償⾦  

・市内または近隣に居住・在勤 

・年齢１８歳以上 

・年額報酬 ３６，５００円～ 
・出動報酬 最大１日８，０００円 
・非課税 （※本部役員になると課税される場合があります） 

・２００，０００円～ 

 （５年以上所属した場合） 

－消防団とは？－ 

 普段の仕事をしながら非常勤

特別職の地方公務員（有償ボラ

ンティア）として活動している組

織です。 

 火災発生時の対応だけではな

く、普段から地域の巡回などをし

て市民の暮らしを守っています。

活動内容の詳細 裏面 



 

 火災活動時のホース取扱要領、消防ポンプ取扱要領、定

期的な資機材点検要領などを年３回程度の定期訓練におい

て、消防職員指導の下で学んでいます。 

 消防職員と消防団員の貴重なコミュニケーションの場であ

り、「白井市を守る」という目的のために実施しています。 

 また、春と秋に地域の巡回などを行う全国火災予防運動が

あります。

 毎年１月に、白井市の消防職・団員の士気の高揚を図る

ことや、防災関係者・市民一体となった安全で平和な地域

社会を推進することを目的に消防団と消防署が協力し、

白井市消防出初式を開催しており、消防活動に貢献した

団員に対して様々な表彰を実施しています。 

 消防団員に対し、救命講習や災害時対応講習を実施し、有

事の際に消防団員として迅速かつ的確な活動ができるように

学んでいます。 

 また、地域の防災訓練にも参加し、有事の際の対応を住民の

方に教えることもあります。 

近年の災害出動は、大規模かつ復旧まで時間を要

する災害が多く、地元に慣れ親しんでおり、日頃から市

内を知っている消防団の活躍が光っています。

－定期訓練等－ 

－出初式－ 

－各種講習等－ 

－災害出動等－ 

－火災出動－ 

令和５年１０月 神々廻火災 

令和６年１４月 根火災 

－風水害出動－ 

令和５年  台風２・１３号 

令和６年  台風７号 

 日々、激甚化している災害に対応するためには、公助（市役所・

消防・自衛隊・警察などの公的機関）だけではなく、自助（自分自

身を助ける）、共助（地域内で協力）が互いに協力することが重要

になっています。 

 消防団は「自分たちのまちは、自分たちで守る」という想いのもと

活動をしています。 

 地域との絆をつくり、ともに白井市を守りましょう！ 

－ホームページ－ －問い合わせ－ 

 

総務部 危機管理課 

 ０４７－４０１－４６５０ 

（危機管理課直通） 

１８時３０分～１７時１５分

（平日のみ） 


